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条　例

▼町議会委員会条例一部改正
　地方自治法の一部を改正する法律
の施行に伴い、常任委員会等の選任
方法等を条例に委任することとされ
たため、本条例を改正しました。

▼町議会会議規則一部改正
　地方自治法の一部を改正する法律
の施行に伴い、公聴会の開催・参考
人招致を本会議でもおこなうことが
できるとされたため、本規則を改正
しました。

▼町議会政務調査費の交付に関する
　条例全部改正
　地方自治法の一部を改正する法律
の施行に伴い、政務活動費の範囲等を
定めるため、本条例を改正しました。

▼公平委員会の委員の服務の宣誓に
関する条例一部改正

　法律の引用条項の訂正等をおこな
うため、本条例を改正しました。

▼町実費弁償条例一部改正
　地方自治法の一部を改正する法律
の施行に伴い、本条例を改正しました。

▼町立幼稚園保育料条例一部改正
保育料納入の利便性の向上等を図

るため、納期を「毎月その月の末日」

に変更するため、本条例を改正しま
した。本年 4 月 1 日から施行。

▼町部設置条例及び町水道事業の設
置等に関する条例一部改正
新たな行政課題や住民ニーズに即

応した行政サービスをおこなうとと
もに、効率的で効果的な組織へ見直
しをおこなうため、本条例を改正し
ました。
　　　・　　・
　次の条例は、第 1 次・第 2 次一括法
に基づいて制定や一部改正しました。

▼町指定地域密着型サービスの事業
の人員、設備及び運営に関する基
準を定める条例制定
介護保険法の一部改正等がされた

ことに伴い、指定地域密着型サービ
スの事業の人員、設備及び運営に関
する基準を定めるため、本条例を制
定しました。本年 4 月 1 日から施行。

▼町指定地域密着型介護予防サービ
スの事業の人員、設備及び運営並
びに指定地域密着型介護予防サー
ビスに係る介護予防のための効果
的な支援の方法に関する基準を定
める条例制定
介護保険法の一部改正等がされた

ことに伴い、指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び
運営並びに指定地域密着型介護予
防サービスに係る介護予防のための
効果的な支援の方法に関する基準を
定めるため、本条例を制定しました。
本年 4 月 1 日から施行。

▼ 町指定地域密着型サービス事業
者及び町指定地域密着型介護予防
サービス事業者の指定に関する条
例制定

　介護サービスの基盤強化のための
介護保険法等の一部を改正する法律
が施行されたことに伴い、指定地域
密着型サービス事業者及び指定地域
密着型介護予防サービス事業者の指
定に関する基準等を定めるため、本
条例を制定しました。本年 4 月 1
日から施行。

▼町移動等円滑化のために必要な道
路の構造に関する基準を定める条
例制定
高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律の一部改正等
がされたことに伴い、町道の構造基
準を定めるため、本条例を制定しま
した。本年 4 月 1 日から施行。

▼道路法に基づく町道の構造の基準
に関する条例制定
道路法の一部改正等がされたこ→

平成 24 年第 4 回町議会定例会が、12 月 4 日から 21 日までの会期で開かれました。
今定例会では、平成 23 年度事業の決算認定や一般会計補正予算と「地域の自主性及
び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（第 1
次・第 2 次一括法）」等の施行に伴い、町に委ねられた事務処理の基準等を定める条
例の制定などが、すべて原案どおり認定・可決されました。

主な内容は、次のとおりです。

12月
定例議会

地域主権改革の推進に伴う条例制定や
　　　　一般会計補正予算などを可決

2項ヘ続きます
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現　行 改正後

控除限度額合計 個人住民税7万円 控除限度額合計 個人住民税7万円

個人年金
保険料控除

個人住民税
3.5万円

個人年金保険

一般生命
保険料控除

個人住民税
3.5万円

死亡保険
介護保険
医療保険

一般生命
保険料控除

個人住民税
2.8万円

 
死亡保険

介護医療
保険料控除

個人住民税
2.8万円

介護保険
医療保険

新　設

個人年金
保険料控除

個人住民税
2.8万円

 
個人年金保険

→ とに伴い、町道の構造の技術的基準
を定めるため、本条例を制定しまし
た。本年 4 月 1 日から施行。

▼久御山町の町道に設置する道路標
識の寸法等に関する条例制定
道路法の一部改正等がされたこと

に伴い、本町道に設置する道路標識
の寸法等の基準を定めるため、本条
例を制定しました。本年 4 月 1 日
から施行。

▼町準用河川管理施設等の構造の技
術的基準を定める条例制定
河川法の一部改正等がされたこと

に伴い、準用河川管理施設等の構造
の技術的基準を定めるため、本条例
を制定しました。本年 4 月 1 日か
ら施行。

▼町移動等円滑化のために必要な特
定公園施設の設置に関する基準を
定める条例制定
高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律の一部改正等
がされたことに伴い、特定公園施設
の設置に関する基準を定めるため、
本条例を制定しました。本年 4 月 1
日から施行。

▼町布設工事監督者の配置基準及び
資格基準並びに水道技術管理者の
資格基準に関する条例制定
水道法の一部改正等がされたこと

に伴い、布設工事監督者の配置基準
及び必要な資格基準並びに水道技術
管理者に必要な資格基準を定めるた
め、本条例を制定しました。本年 4
月 1 日から施行。

▼町都市公園条例一部改正
都市公園法の一部改正等がされた

ことに伴い、公園施設の規模等の基
準を定めるため、本条例を改正しま
した。本年 4 月 1 日から施行。

▼町公共下水道条例一部改正
下水道法の一部改正等がされたこ

とに伴い、排水施設の構造の技術上
の基準を定めるため、本条例を改正
しました。本年 4 月 1 日から施行。

▼町都市下水路条例一部改正
下水道法の一部改正等がされたこ

とに伴い、都市下水路管理施設等の
構造の技術的基準を定めるため、本
条例を改正しました。本年 4 月 1
日から施行。

補正予算

平成 24 年度一般会計補正予算（第
4・5 号）は、6,756 万円（1 万円未
満四捨五入）を増額し、69 億 8,026
万円としました。

歳出の主なものを紹介します。
・衆議院議員選挙費　　　855 万円

・庁舎維持管理事業　　　232 万円
・財産管理一般事務費（組織・機構

見直しに伴う関連経費）　 
694 万円

・地震対策推進事業　　　 185 万円
・重度心身障害老人健康管理事業

　　　　　　　　　　　　80 万円
・社会福祉総務一般事務費

　　　　　　　　　　　303 万円
・老人福祉一般事務費　　 176 万円
・保育所施設維持管理事業

　　　　　　　　　　　 110 万円
・予防一般事務費　　　　 210 万円
・農業振興一般事務費　　　95 万円
・商工振興一般事務費　　 613 万円
・道路橋梁総務一般事務費   97 万円
・河川水路維持管理事業　 114 万円
・排水路等改修整備事業　 298 万円
・公園維持管理事業　　　 104 万円
・消防機械器具等整備事業

　　　　　　　　　　2,678 万円
・幼稚園施設整備事業   ▲ 821 万円

指定管理者

町健康センター「いきいきホール」
の指定管理者を、株式会社ノーザン
ライツ・コーポレーションに指定し
ました。指定期間は、本年 4 月 1 日
から平成 30 年 3 月 31 日までです。

平成 25 年度の住民税の課税に関し
て、生命保険料控除の方法が見直さ
れました。

平成 24 年 1 月 1 日以後に締結さ
れた保険契約等では、一般生命保険
料控除と個人年金保険料控除に加え
て、介護医療保険料控除が新設され、
それぞれの保険料控除の適用限度額
が 3 万 5 千円から 2 万 8 千円に変
更されます。なお、生命保険料控除
の合計適用額の 7 万円に変更はあ
りません。

ただし、平成 23 年 12 月 31 日
以前に締結された保険契約等につい
ては、今までどおり一般生命保険料
控除および個人年金保険料控除で、

適用限度額 3 万 5 千円が適用され
ます。

新契約と旧契約の両方を使用して

控除を受けられる場合は、それぞれの
適用限度額が 2 万 8 千円になります。
問い合わせ／税務課
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おはなし会

図書館では、ボランティアス
タッフが、絵本や紙芝居を読み
聞かせるおはなし会を毎月開い
ています。
日時／ 1 月 26 日 ㈯　 午 前

10 時 30 分～ 11 時　場所／ゆ
うホール 2 階お話し室　問い
合わせ／図書館☎ 0774（45）
0003

文化財防火訓練

1月26日は「文化財防火デー」
です。

昭和24年に法隆寺で出火し、
国宝の金堂内の壁画が焼失した
1 月 26 日を「文化財防火デー」
と定め、全国的に文化財防火運
動がおこなわれています。

消防本部（署）・消防団では
1 月 23 日㈬から 29 日㈫まで
を文化財防火運動期間として、
社寺等の防火指導等をおこな
い、文化財の防火に努めます。

また、1 月 20 日㈰午前 9 時
30 分から観音寺（坊之池）で
消防署と消防団による合同消防
訓練をおこないます。

観音寺には、町指定有形文化
財の仏像（木造阿弥陀如来坐
像）が安置されており、文化財
を搬出する訓練もおこないます
ので、多数ご見学ください。
問い合わせ／消防本部☎ 075

（631）1515

親子ニコニコ
おしゃべりサロン

町社会福祉協議会では、子育
ての不安などを自由におしゃべ
りすることで、リフレッシュす
るサロンを開きます。

申し込みはいりません。子育
て中の仲間や先輩と一緒にお話
してみませんか。
日時／ 1 月 28 日 ㈪　 午 前

10 時～ 11 時 30 分　場所／ま
ちの駅クロスピアくみやま　対
象／就園前の子どもと保護者　
内容／お茶を飲みながら気軽に

おしゃべりし、先輩ママからの
アドバイスやヒントがもらえま
す。　費用／ 1 組 200 円（お
茶菓子代）　問い合わせ／同協
議会☎ 075（631）0022

小学生冬季ドッジボール大会

町では、町立小学校の児童を
対象にドッジボール大会をおこ
ないます。
日時／ 2 月 16 日㈯　午前 8

時 30 分から開会式　場所／総
合体育館　対象／町立小学校 4
～ 6 年生、男女別、学年別で 1
チーム 12 人（登録は 16 人ま
で可）　申し込み／ 2 月 8 日㈮
までに各小学校へ。　問い合わ
せ／社会教育課

軟式野球連盟
平成 25年度の登録受付

地域や職場などで、野球を楽
しんでおられる皆さんの参加を
お待ちしています。
対象／監督を含め 10 ～ 20

人のチーム（性別不問）　登録
費用／ 13,000 円（傷害保険料
含む・大会参加費 8,000 円が
別途必要）　申し込み／ 1 月 31
日㈭から町体育協会事務局（総
合体育館内）☎ 0774（44）22
05　問い合わせ／同連盟理事長

　松尾憲☎ 090（3868）3569

2 人団体卓球大会

町卓球協会では、2 人団体卓
球大会の参加者を募集します。
日時／ 2 月 17 日㈰　午前 9

時～　場所／総合体育館　対象
／町内在住・在勤・在クラブ・
在学（中学生以上）の人　種目
／団体戦…1 チーム 2 人（3 人
も可）1 部～ 3 部　費用／団体
戦…1 チーム 2,000 円　申し
込み・問い合わせ／ 1 月 28 日
㈪までに体育協会事務局（総合
体育館内）へ。

3on3 バスケットボール大会

日時／ 3 月 2 日㈯　午前 9 時
30 分～午後 3 時　対象／町内
在住・在勤・在学および体育館
利用者（中学生を除く）で 15
歳以上の人　定員／ 24 チーム
費用／ 1 チーム 1,000 円　申
し込み／ 2 月 28 日㈭までに総
合体育館☎0774（44）3700へ。

歩こう会例会（伏見ウォーク）

行き先／御香宮神社・桃山御
陵・乃木神社・大蔵記念館　他
日時／ 2 月 3 日㈰　午前 9 時
JR 新田駅集合（当日の朝、降
水確率 40％以上の場合は 2 月
11 日㈷に延期）　費用／無料

（交通費は個人負担）　持ち物／
弁当、飲み物、帽子、敷物、ゴ
ミ袋など　申し込み／同会の信
貴さん宅☎0774（41）7079へ。

★教育相談
毎週金曜日（予約制）　午前 10
時～午後 5 時　ゆうホール 2 階
教育相談室
まず、火曜から金曜日の午前 10
時から午後5時にお電話ください。
☎ 0774（46）5640
★女性のための相談（面談・電話相
　談）

1 月 29 日㈫　午前 10 時～午後
1 時
※申し込みは、面談・電話相談

ともに前日までに社会教育課☎
075（631）9980、0774（45）
3918 へ。（定員に満たない場
合は当日も受け付けます）

★心配ごと相談（町社会福祉協議会）
　1 月 24 日㈭　午後 1 時～ 4 時
　地域福祉センター
★ふれあいテレホン相談（町社会福
　祉協議会）

相談専用電話☎ 075（631）3421
相談時間　午前 9 時～午後 5 時

スポーツ
スポーツ相談

各種相談
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1月の納税
第 4期
第 8期

●町・府民税………
●国民健康保険税…

納期限　1月31日（木）

問い合わせ／税務課

　便利な口座振替をご利用ください。
　また、税のお支払いに関しては税
務課にお気軽にご相談ください。

税金や保険料、保育料はコンビニエンスストアで納付できます。
※バーコード印字がない納付書は使用できません。

家族介護者交流事業

町では、ご家庭で高齢者を介
護されている人を対象に交流会
を開きます。
日時／2月12日㈫　午前10時～

午後 2 時　場所／中央公民館
対象／在宅で介護を要するおお
むね 65 歳以上の高齢者を、常
時直接介護している人　内容／
学習会「リースを使っておひな
さまの壁飾りを作成」と昼食
交流会　定員／先着 15 人　費
用／ 1,000 円　申し込み・問
い合わせ／ 1 月 16 日㈬から
31 日㈭までに長寿健康課☎
075（631）9903、0774（45）
3904 へ。電話可

バスカード等購入
高齢者助成金制度

町では、高齢者の外出支援な
どを目的に、今年度もバスカー
ド等購入助成をおこなっていま
す。昨年 4 月 1 日時点で、町内
在住で 70 歳以上の人（昭和 17
年 4 月 1 日以前生まれ）を対象
にバスカード等購入費の半額を
助成しています。ただし、年度
内で 2,500 円が限度です。身分
証明書と印鑑をお持ちのうえ、
都市計画課へお越しください。
同課以外では、申請を受け付け
できませんのでご注意ください。
問い合わせ／都市計画課☎07

5（631）9966、0774（45）
3915

仲よし学級入級の受付

町では、仲よし学級（留守家
庭児童育成保育）の平成 25 年度
入級申請を受け付けます。
対象／小学1年生から 4 年生

で、保護者が仕事や病気、看護
のために家庭で保育が受けられ
ない児童　開設時間／平日…下
校時～午後 7 時  土曜日および
長期休業期間…午前 8 時～午後
7 時（土曜日は午後 5 時まで）
※午後 5 時以降の保育は別途申

込が必要です。（保護者の勤

務時間が 5 時以降の人に限り
ます。）
　負担金／ 3，500 円（1 か月）
ただし、同一世帯で 2 人以上
入級の場合は、2 人目からは半
額。午後 6 時以降の保育にかか
る負担金は、児童 1 人につき1時
間 100 円を徴収します。　申し
込み／ 1 月 15 日㈫から 31 日
㈭までに入級申請書と勤務証明
書等を社会教育課へ提出してく
ださい。（継続申込の人に限り
仲よし学級でも可）　その他／
申込状況によって入級を待っ
ていただくことがあります。申
し込みが定員を超えた場合は、
低学年を優先します。　問い合
わせ／社会教育課☎ 075（631）
9980、0774（45）3918 へ。

就学援助制度の申請

経済的理由で就学困難な児童・
生徒の就学を援助するため、学
用品費・校外活動費・修学旅行
費・給食費・医療費（う歯・結
膜炎・中耳炎などの疾病があり、
学校で治療の指示を受けた場合
に限る）を援助する制度があり
ます。

この制度の申請をする人は、
2 月 14 日㈭までに各小中学校
に備え付けの受給申請書に必要
事項を記入のうえ、各学校へ提
出してください。

ただし、申請書を提出されて
も、所得等の状況で認定されな
いことがあります。（認定にあ
たっては、ご家庭の収入額など
を審査させていただきます。）
※現在、就学援助を受けている

人も改めて申請が必要です。
継続の申請用紙は各学校で配
布します。また、生活保護受
給世帯については、生活保護
制度の教育扶助に該当しない
修学旅行費を支給します。申
請書は、学校を通じて 4 月以
降に配布します。
　問い合わせ／学校教育課☎
075（631）9974、0774（45）
3917

保育所入所申し込み

平成 25 年度町立保育所入所
申し込みを受け付けます。

今年度から継続して入所を希
望される人は、保育所から通知
をしますので手続きをおこなっ
てください。ただし、転所を希
望される人は、新たに申し込み
が必要になりますので受付期間
に申請をしてください。
対象／平成 19 年 4 月 2 日か

ら平成 24 年 9 月 30 日までに生
まれた乳幼児。年度の途中で「生
後 6 か月児」以上に達したとき
は、その翌月から対象となりま
す。　入所基準／保護者や同居
の家族のいずれもが仕事や病気、
介護などの理由で児童を保育で
きないと認められる場合
※入所基準を満たす場合、必要

な期間入所できます。
　書類配布／各保育所および学
校教育課で配布しています。　
受付／ 1 月 15 日㈫から 21 日
㈪までに同課へ。　問い合わせ
／学校教育課

水道メーターは
定期的に確認を

水道メーターの検針は、2 か
月に一度（奇数月）です。ご家
庭などで定期的に水道メーター
を確認することで、漏水の早期
発見につながります。

なお、敷地内での漏水修理は、
町指定給水装置工事事業者に依
頼してください。漏水修理にか
かる費用は自己負担となります。
問い合わせ／水道課☎ 075（6

31）9987、0774（45）3919
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男女共同参画プラン
パブリックコメント

町では、男女共同参画社会の
実現に向けての取り組みを進め
るため「久御山町第 2 次男女
共同参画プラン」の策定を進め
ています。この度、計画（案）
がまとまりましたので、広く皆
さんからご意見を募集します。

計画（案）の内容については、
社会教育課およびゆうホールで
閲覧できます。また、町ホーム
ぺージでも確認できます。
計画（案）閲覧・意見等の募集
期間／ 1 月 28 日㈪～ 2 月 12 日
㈫（必着）　意見等の提出方法
／任意の用紙に「久御山町第 2
次男女共同参画プラン（案）」と
記載のうえ、住所・氏名を明記
して、直接または郵送、ファッ
クシミリ、Eメールで社会教育課
へ提出。電話不可　問い合わせ
／同課☎ 075（631）9980、07
74（45）3918、Fax075（6
31）6129、E メール shakyo@
town.kumiyama.lg.jp
※いただいたご意見は、後日回

答とあわせて公表します。

予備自衛官補

種目／①一般　②技能　対象
／① 18 歳以上 34 歳未満の人
② 18 歳以上で国家免許資格等
を有する人（資格により 55 ～
53 歳未満の人）　問い合わせ／
4 月 3 日㈬までに宇治地域事務
所（宇治市広野町西裏 100 －
30　コメウビル 2F）☎ 0774

（44）7139 へ。

工業統計調査にご協力を

経済産業省では、平成 24 年
工業統計調査をおこなっていま

す。この調査は製造業を営む事
業所を対象に、我が国の工業の
実態を明らかにすることを目的
とした統計法に基づく報告義務
がある重要な統計です。

調査結果は中小企業施策や地
域振興などの基礎資料として利
活用されます。調査
時点は昨年の 12 月
31 日です。調査員
が伺いますので、調査
票のご記入をお願い
します。
問い合わせ／広報行政課☎

075（631）9993、0774（45）
3926

償却資産申告書・
給与支払報告書

町内で事業を営んでいる法人
や個人で、償却資産を所有して
いる人は、1 月 1 日現在の所有
状況を 1 月 31 日㈭までに税務
課へ申告してください。

また、平成 24 年中に給料や
賃金などの給与を支払った事業
主は、金額の多少にかかわらず、
給与支払報告書を受給者の住所
地（平成 25 年 1 月 1 日現在）
の市区町村へ 1 月 31 日㈭まで
に提出してください。
問い合わせ／税務課☎ 075

（631）9926、0774（45）
3908

確定申告説明会

確定申告受付を円滑に進める
ために、平成 24 年分所得税確
定申告の説明会を開きます。
日時／① 1 月 29 日㈫　午後

7 時から　② 30 日㈬　午後 2
時から　③ 31 日㈭　午後 2 時
から　場所／①役場 5 階会議
室 52　②・③役場議会棟 4 階
特別会議室　内容／事業所得・
農業所得・不動産所得の収支内
訳書の書き方について説明しま
す。　持ち物／収入・経費等の
わかる書類、前年の収支内訳
書、電卓、筆記用具　申し込み・
問い合わせ／ 1 月 16 日㈬から

23 日㈬までに税務課へ。
※ 2 月 18 日㈪から 3 月 15 日

㈮まで、税務課でも確定申告
を受け付けています。事業所
得・農業所得・不動産所得の
ある人は、収支内訳書・青色
申告決算書を、必ず事前に作
成し、持参してください。

※その他、高齢などの理由で自
分で作成することが難しい人
はご相談ください。

あそびの広場

町民生児童委員協議会では、
お父さんお母さんの子育てを応
援する「あそびの広場」を開き
ます。申し込みはいりません。
お気軽にお越しください。
日時／ 2月1日㈮　午前10時

～11時30分　場所／ゆうホー
ル交流ホール　対象／町内在住
で就学前の幼児とその保護者　
内容／お面つくり、豆まきなど
節分にちなんだあそび　問い合
わせ／社会福祉課☎ 075（631）
9902、0774（45）3902

ひとり親家庭
簡単ネイル体験教室

町母子寡婦会（さつき会）で
は、ひとり親家庭を対象に親子
で楽しめる簡単ネイル体験教室
を開きます。
日時／ 2 月 24 日㈰　午後 1

時～ 3 時　場所／ゆうホール 3
階ミーティングルーム　対象／
町内在住でひとり親家庭の親と
子（父子家庭の親子も歓迎）　
内容／マニキュアを使って親子
で楽しめる簡単なネイル教室　
費用／ 1 家族 500 円　申し込
み・問い合わせ／ 2 月 8 日㈮
までに社会福祉課へ。

募集
募　集

おしらせ
おしらせ

毎週月・木曜日　午前10時20分と
午後5時から“久御山町だより”を
放送しています。
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（敬称略）町立3幼稚園

僕と弟を描きました。にっこ
り笑顔で仲良しのきょうだい。
楽しそうですね。

のびのびと画用紙いっぱいに
かわいい消防自動車が描けまし
たね。

おどったり逆立ちしたりして
いる、かわいらしいオバケがた
くさん描けましたね。

今にも動き出しそうな 消防自
動車ですね。ていねいに描けて
います。

みんなで楽しく大きなかぶを
ぬいている様子が伝わってきま
すね。

大きくて真っ赤な消防自動
車が幼稚園に来てん！かっこよ
かったで！

かわいいこびとたちが、針と
糸やハサミを使って素敵なくつ
を作っていますね。

大きな消防自動車が描けまし
たね。今にも動き出しそうです
ね。

こびとたちが、一生けんめい
に「くつ」を作るようすを色あ
ざやかにていねいに描けました。
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みはな
羽菜　（佐古）４歳児　葛原　煌
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５歳児　小西　眞
まなみ
那美　（東一口） ５歳児　池田　亮

りょう
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